
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１０月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年８月６日 ０１時３０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬
つ し ま

市上
かみ

島刈生
か り お

付近の海岸 

 対馬棹埼
さおさき

灯台から真方位１９４°４,８００ｍ付近 

（概位 北緯３４°３６.３０′ 東経１２９°１８.４２′） 

事故調査の経過  平成２６年８月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 若
わか

宮
みや

丸、４.９７トン 

 ＮＳ３－８４５６８（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.５０ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、昭和５４年１１月１８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和４９年８月２２日 

  免許証交付日 平成２５年１０月１日 

         （平成３１年４月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷及び破口、プロペラ翼及びプロペラ軸に曲損、機

関に濡損 

 事故の経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、対馬市鹿
しし

見
み

港を平成２６年８

月５日１８時１０分ごろ出港し、対馬上島西方沖約３.５海里の場

所でパラシュートアンカーを投入していか釣り漁を行っていた。 

船長は、２３時００分ごろから海上の霧が濃くなってきたので、

本船の南方で操業していた僚船Ａに一緒に帰航したい旨を伝え、そ

の後、僚船Ａから帰航するとの返事を受けて、６日０１時００分ご

ろ、僚船Ａと合流しようとして航行を開始した。 

本船は、霧のため視程が約５０ｍとなった状況下、レーダーとＧ

ＰＳプロッターが故障して使用できなかったので、船長が、操舵室

の天井にある開口部から頭を出し、船首方の海面に注意を向けなが

ら約５ノットの対地速力で航行していたところ、０１時３０分ごろ

乗り揚げた。 
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本船は、後進して一旦離礁したが、南西方の浅瀬に再び乗り揚げ

て航行できなくなり、潮に流されて海岸近くの岩場に漂着した。 

船長は、乗組員を安全だと思える岩場に上陸させ、本事故の発生

を無線で僚船Ａに伝え、救助を依頼した。 

船長及び乗組員は、０４時００分ごろ海上保安庁のゴムボートに

救助され、本事故現場に来ていた僚船Ｂに移乗し、鹿見港に帰っ

た。 

本船は、７日クレーン船に搭載されて鹿見港の岸壁に陸揚げさ

れ、のちに廃船処理された。 

（付図１  事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 西南西、風力 ３、視程 約５０ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約９６cm（大河

内湾）、潮流 北流 

対馬海峡には、８月５日１７時３０分に海上濃霧警報が発表され

ていた。 

 その他の事項 

 

船長は、対馬海峡に海上濃霧警報が発表されていることを知らな

かった。 

船長は、故障していたレーダー及びＧＰＳプロッターを修理しよ

うとしたが、レーダーは、機種が古く修理箇所の部品がないと業者

から言われて諦め、ＧＰＳプロッターは、内蔵電池が切れて画面が

映らなくなっていると言われ、内蔵電池の取替えを待っている状況

であった。 

船長は、ＧＰＳ装置（プロッターとは別機器）が正常に緯度及び

経度を表示しており、今までの経験から、帰航を開始するときの本

船の大体の船位は分かっていたが、方位が分からなかった。 

船長は、本事故のあった海域を約５０年間航行しており、対馬上

島の北西岸に浅瀬があることは知っていたが、濃霧による視界制限

状態だったので、陸岸が見えなかった。 

船長は、本船の倉庫に湿式の磁気コンパスを入れていたが、取り

出さずに自身の勘を頼りに航行した。 

船長は、本船の南方で操業していた僚船Ａと一緒に帰航しようと

して航行を開始したとき、南進していたと思っていたが、実際は東

方へ向けて航行していたことを本事故後に知った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

本船は、濃霧により視程が約５０ｍとなった対馬上島西方沖にお

いて、帰航する僚船Ａに合流しようとした際、レーダーとＧＰＳプ

ロッターが故障して使用できず、勘を頼りに航行を続けたことか
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ら、対馬上島の北西岸に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、海上濃霧警報が発表されていることを知らなかったこと

から、レーダーとＧＰＳプロッターが故障した状態で出港したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、濃霧により視程が約５０ｍとなった対馬上島西

方沖において、帰航する僚船Ａに合流しようとした際、レーダーと

ＧＰＳプロッターが故障して使用できず、勘を頼りに航行を続けた

ため、対馬上島の北西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

・航海計器が故障した際は、できる限り速やかに修理し、視界が

制限されるような情報が発表されているときは、出港を控える

こと。 

・出港する際には、最新の気象及び海象情報を入手して航海に支

障がないかどうか判断すること。 

・視界制限状態において、航海計器が故障している場合は、磁気

コンパス等により方位を確認した後に航行を開始することが望

ましい。 



- 4 - 

付図１ 事故発生経過概略図 
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対馬棹埼灯台 

鹿見港 

漁を開始した場所 

帰航を開始した場所 

事故発生場所 

（平成２６年８月６日 ０１時３０分ごろ発生） 

長崎県対馬市 

上島 


